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「心ゆたかに、たくましく、 
思いやりをもったやさしい子ども 

やさしく見つめて子どもを守り、 
思いやりをもって子どもを育てる 
和気あいあいとした家庭 

あたたかく、広い心で、子どもを 
ほめて励ます、ふれあいあふれる地域社会」 

　青森県は、子どもたちを豊かな環境の中で産み育てられる「最適の地」であり、憧れの

的でありたいと思っています。 

 

　県では、次代を担う子どもたちが健やかに産まれ育つ環境づくりをめざし、平成17年

２月に、前期５か年の計画として、青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子

育てプラン」を策定したところであり、今回、社会情勢の変化や県民ニーズにより的確に

対応するため、現行プランを見直した後期５か年計画を策定しました。 

　策定に当たっては、子どもを取り巻く環境の厳しさや子どもたちの成長を支える家庭・

地域への支援を考慮しながら、子どもの養育を社会が責任をもって行う仕組みの充実や、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現という視点を明確にした施策目標

を掲げています。 

　子どもたちは、未来の青森県づくりの原動力であり、その子どもたちを産み、育て、成

長させることは、未来を創り上げることです。 

　県では、今後、当プランに沿って、次代を担う子どもが健やかに産まれ育つことを総合

的に支援する社会づくりに、県民の皆様と共に取り組んでいきますので、皆様の御協力と

御参加をお願いいたします。 

　当プランの策定にあたり、貴重な御意見や御提言をくださった県民の皆様、青森県次世代

育成支援対策推進協議会の委員の皆様をはじめ、関係者の方々に心からお礼申し上げます。 

 

　平成22年２月 

青森県知事　三　村　申　吾 

青森の豊かな自然の中で、自然の息吹を聞き、自然にふれ、自然の中で心豊かに育つ。 

歴史の中に連綿と流れる先人の偉大さ、力強さ、知恵を受け継ぎ、未来に向けて希望と
夢に心躍らす。 

青森の豊かな文化の中で、家族や地域の人達に温かく見守られながら育ち、いきいきと
瞳輝く子どもたち。 
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１．プラン策定の趣旨 
 

　本県の将来を担う子どもたちが、豊かな自然の中で地域の人たちに温かく見守られ、のびのびと心豊かに

育つことは、県民すべての願いです。 

　しかし、急速な少子化の進行は、地域社会の活力低下や若年労働力の減少など、本県の未来社会の発展に

重大な影響を及ぼすほか、子ども自身の自主性や社会性を損なうなど、子どもの成長に与える影響も心配さ

れています。 

　この少子化の流れを変えるため、平成15年７月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、地方公共団

体及び企業は10年間の集中的・計画的な取組を推進することとなりました。本法律では、地方公共団体及び

企業が各々「行動計画」を策定することになっています。 

　本県では、この行動計画として、平成17年２月に、平成21年度までの５か年を計画期間とする「わくわく

あおもり子育てプラン（青森県次世代育成支援行動計画）」を策定し、県民の一人ひとりが安心と幸せを実感

し、希望と喜びを持って子育てができるように、地域での支え合いを大切にしていくことを計画の基本理念

に掲げて、社会全体で次代を担う子どもが健やかに産まれ育つことを総合的に支援するための取組を様々展

開してきました。 

　しかし、本県も含め、我が国の少子化は急激な進行を続け、平成19年12月には国における次世代育成支援

の新たな方向性や目標として「子どもと家族を応援する日本」重点戦略が取りまとめられ、就労と出産・子

育ての二者択一構造の解消のために「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現」とその社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の両輪」として進めて

いくことが必要であるとされました。 

　これらを踏まえ、本県では、「わくわくあおもり子育てプラン」の内容を見直し、平成22年度から平成26

年度までを計画期間とする新たな計画を策定しました。 

 

２．プランの性格・位置づけ 
 

（1）このプランは、次世代育成支援対策推進法第９条第１項に基づき、本県のすべての子育て家庭を対象に、

これから本県が進めていく次世代育成支援施策の方向性や目標を総合的に定めたものです。 

（2）このプランは、これまでの本県の次世代育成支援行動計画である「わくわくあおもり子育てプラン」（前

期計画）における取組との継続性を保っており、また、保育所保育指針の告示化により、保育所における

取組の充実・強化がより一層求められていることから、保育所における各種の取組を支援するための「保

育所における保育の質の向上のためのアクションプログラム」と一体的に作成しています。 

（3）このプランは、「青森県地域福祉支援計画」や「青森県基本計画未来への挑戦」の実現を次世代育成支

援の視点から推進する計画として位置づけています。 

 

３．プランの役割 
 

　このプランは、行政だけでなく、事業者、県民の方々がそれぞれの立場で取り組むための指針として策定

Ⅰ本　編 

1　わくわくあおもり子育てプランの概要 



されています。 

・県は、計画の総合的かつ効果的な推進に努めます。 

・市町村に対しては、計画に沿って、県との一体的な取組を期待します。 

・国に対しては、地方公共団体との連携のもと、計画が示す施策について、必要な措置と事業の推進を期

待します。 

・事業者には、雇用する労働者が、家庭と仕事との両立が図られるよう雇用環境の整備に努め、計画の推

進に協力することを期待します。 

・県民の皆さんには、計画の内容について理解と協力を得るとともに、自主的、積極的な活動を期待しま

す。 

 

４．プランの期間 
 

　次世代育成支援対策推進法では、平成17年度を初年度とし、平成26年度を最終年度とする10か年計画を立

てることとしています。本計画は、平成17年度から平成21年度までの前期５か年を第１期とする前期計画を

平成21年度に見直し、平成22年度からの後期５か年を第２期とする後期計画として定めたものです。 

　なお、今後、様々な状況の変化などにより見直しの必要性が生じた場合には、適宜、見直しを行います。 

５．プランの進行管理 
 

　このプランの推進に当たっては、子育てに関連する多くの分野と連携を図りながら取り組むことが必要と

されます。そのため、「青森県次世代育成支援対策庁内推進会議」を設置し、全庁的な体制の下、部局横断的

に、各年度において実施状況を一括して把握・点検するとともに、子育てに関する団体や民間の有識者等で

構成する「青森県次世代育成支援対策地域協議会」と連携しながら、その後の対策を検討します。また、毎

年少なくとも一回、このプランの実施状況等をホームページ等に掲載して公表するとともに、県民の皆様の

御意見等をいただきながら、その後の対策の実施やプランの見直しなどに反映させて進行管理を行います。 

平成 
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平成 
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平成 
19年度 

平成 
20年度 

平成 
21年度 

平成 
22年度 

平成 
23年度 

平成 
24年度 

前期計画期間（前期計画） 

後期計画期間（後期計画） 見直し 

平成 
25年度 

平成 
26年度 
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　平成17年２月の「わくわくあおもり子育てプラン」（前期計画）策定以降、子どもと親と地域が共に育ち、

支え合う社会に向けて、様々な取組を展開してきました。その結果、前期計画の策定時からみると着実に改

善した分野がある一方、いまだ課題が残されている分野があります。また、近年の我が国の社会環境の変化

に伴い、本県の子どもと家庭を取り巻く環境も大きく変化しています。この変化が、子どもの成長や子育て

のあり方にも影響を与えています。 

１　少子化の動向 

子どもの数と生産年齢人口が減り続けています。 

　本県の人口は、昭和60年をピークに減少しています。平成20年10月１日現在の推計人口は139万4,806人

ですが、平成47年には105万１千人になると予測されています。14歳以下の年少人口は昭和30年をピーク

に減少しており、平成９年には老年人口が年少人口を上回りました。年少人口は平成７年から17年にかけ

て市部で11％、町村部で41％減少しており、町村部で急激な少子・高齢化が進んでいます。また、平成20

年は、平成19年に比べて、出生数が25人上回る10,187人、合計特殊出生率も0.02上回る1.30（全国平均1.37）

となっていますが、平成18年以降、本県の合計特殊出生率は全国平均を下回り続けており、このまま少子

化が進むと、生産年齢人口の減少が更に進むことになります。 

⇒資料編：［資料１］人口の推移、出生の動向 

注：合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値で、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で 
一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。 

２　婚姻と出産の動向 

晩婚化や未婚化の進行が出生率の低下に影響を与え続けています。 

　婚姻率は昭和45年以降低下し続け、平成20年は4.6と全国平均5.8より低く全国43位となっています。平

均初婚年齢は、男女ともに戦後ほぼ一貫して上昇しており、平成20年の平均初婚年齢は男29.8歳、女27.9

歳で、生涯未婚率は男性の未婚率の上昇が著しく、平成17年には16.70と全国平均（15.96）を上回ってい

ます。母の年齢別出生率をみると、20歳代の出生率は平成７年から平成17年にかけて約60%減少し、出産年

齢は30歳代へと移ってきています。 

⇒資料編：［資料２］婚姻の動向、晩産化・少産化の動向 

注：婚姻率とは、人口千あたりの婚姻数です。 
平均初婚年齢とは、結婚式を挙げたとき、または同居を始めた時の早いほうの年齢の平均です。 
生涯未婚率とは、45歳から54歳の未婚率の平均のことです。 

３　家族の状況 

世帯の規模が小さくなり、子どものいる世帯も減り続けています。 

　本県の世帯数は平成17年には50万9,107世帯で、平均世帯人員は2.75人で減少傾向が続いています。世帯

類型別では、核家族世帯の割合が54.2％であり、３世代世帯の割合が平成７年の20.1％から平成17年には

15.2％と大きく減少しています。18歳未満の子どものいる世帯は28.3％にまで低下しています。 

⇒資料編：［資料３］世帯の動向 
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５　地域の状況 

都市部の人口が増加を続け、地域コミュニティの活性化が求められています。 

　本県の人口について、平成17年の国勢調査の結果を基に市町村合併後の市部と郡部の人口比率をみると

人口比は約３対１となっています。特に青森、弘前、八戸の三市の占める割合は、合併後は約２分の１とな

っています。また、第１次産業の就業者割合が減少して第３次産業の割合が高まっています。市部への人口

集中、就業構造の変化がみてとれます。地域コミュニティについては、近所同士の助け合い、高齢者などへ

の支援、子どもの健全育成などを重要な役割と考える県民が多いですが、住んでいる地域コミュニティが機

能しているかについては、「機能している」と感じる割合が44.8％にとどまっています。同じ地域で暮らす

住民同士の出会い、ふれ合い、支え合いの関係づくりを広げていくことが求められています。 

⇒  資料編：［資料５］地域の特性 

６　子どもの心身の状況と生活の実態 

乳児死亡率の改善がみられますが、子どもの成長に応じた健康と健全育成が課題となっ

ています。 

　本県の平成15年の乳児死亡率は3.8（全国3.0）でしたが、平成20年は2.1（全国2.6）となっており、総合

周産期母子医療センターをはじめとした周産期医療の環境整備等による改善がみられています。同センター

の更なる充実はもとより、保健と医療の連携強化や母体の保護、子どもの頃からの正しい生活習慣の形成が

より一層必要となっています。また、近年、子どもの遊びは室内での遊びが多く、屋外での遊びや自然体験

が少なくなっています。遊び場については、平成13年と平成20年を比べると、友達の家での遊びが減少を

みせ、商店街やデパートでの遊びが増加しています。子どもの居場所を地域住民や関係者等が意識し、地域

全体で子どもの健全な育成に配慮し、人間的ふれあいに満ちた遊び場づくりが求められています。 

⇒  資料編：［資料６］子どもの心身の発育・発達の状況、子どもの年齢別生活時間・居場所の状況 

 注：乳児死亡率とは、出生千あたりの生後１年未満の死亡数のことです。 

４　女性の就労状況 

女性の就業割合が高まり、仕事と子育ての両立支援の更なる充実が求められています。 

　女性の就業者は、全就業者数の44.4％を占めています。20歳以降の女性の労働力率はどの年代も全国の

女性より高くなっており、働いている女性が多いといえます。また、女性労働力率の特徴であるＭ字型カー

ブが見られています。女性が結婚出産後も社会参画するための両立支援策の充実が望まれます。産業別の女

性就業者の割合は、医療・福祉や卸売・小売業が多く、職業別では、事務や生産工程・労務が多くなってい

ます。 

⇒資料編：［資料４］就労状況、産業・雇用の状況 

注：労働力率とは、15歳以上人口に占める労働力人口の割合のことです。 
Ｍ字型カーブとは、出産育児により女性が非労働力化することが多い25～39歳において労働力率が低下する現象のことです。 



９　仕事と生活の調和をめぐる状況 

男女を問わず、仕事と生活の調和を実現できる環境づくりが求められています。 

　男女の家庭での家事・育児時間は、依然として大きな差がありますが、土曜日・日曜日の男性の家事・育

児時間に若干増加の動きがみられます。育児休業制度については、事業所の規模に比例して規定されている

ところが多くなっていますが、10人未満の事業所の５割はまだ育児休業制度が無い状況にあります。平成

20年の中小企業等における育児休業の取得率は、出産した女性の76.7％と全国平均の90.6％と比べると著

しく低い水準となっており、男性の利用者はいない状況にあります。また、女性が仕事と子育てを両立する

ためには、子どもの病気やけがの際の休暇、産前産後の休暇、育児休業の十分な取得等が必要となっていま

す。 

⇒資料編：［資料９］子育ての実態、育児休業制度の利用状況等、子育てに関する保護者の意識 

８　要保護児童への支援の状況 

家庭的環境での支援、自立に向けた支援が求められています。 

　本県では、要保護児童対策地域協議会が全40市町村に設置され、住民に身近な市町村における児童家庭

相談業務の体制整備が図られてきています。また、本県の児童相談所は、児童福祉司１人当たりの担当人口

が平成21年４月１日現在で33,411人となっており、全国平均の52,623人よりも少なく、きめ細かな支援を

行うための体制強化が図られています。虐待を受けた子ども等、家庭において適切な養育を受けられない、

社会的養護を必要とする子どもについては、可能な限り家庭的な環境の下で愛着関係を形成しつつ養育を行

うことが重要ですが、本県の平成20年度の里親等委託率は11.8％（全国10.4％）となっており、社会的養

護体制の充実を図る観点からもより一層の拡充・推進が求められています。また、施設に入所している子ど

もについては、子どものプライバシーに配慮した適切なケアを行い、他者との関係性が回復できるようきめ

細かな支援をしていくことが求められています。 

⇒  資料編：［資料８］児童虐待防止対策の状況、社会的養護体制の状況 

注：里親等委託率とは、社会的養護が必要な子どものうち、里親家庭や小規模住居型児童養育事業所（ファミリーホーム）で暮らす 
子どもの割合のことです。 

７　子どもをめぐる問題 

児童虐待や非行等の様々な問題により、きめ細かな対応を必要とする子どもが増えて

います。 

　児童虐待相談件数は平成17年度以降増加傾向を示し、平成20年度は過去最高の445件となっています。

平成19年度の不登校児童数は小学校209人、中学校1,304人となっています。小学校は200人強で推移して

いますが、中学校は平成17年度以降増加傾向を示しています。少年非行では、平成15年に検挙・補導され

た少年2,049人に対し、平成20年は1,140人と大幅に減少していますが、このうち、小学生が75人、中学生

が501人、高校生が407人であり、中高生の占める割合は79.6％となっています。中高生の占める割合はこ

こ数年同様の傾向が続いており、前年より高校生の検挙・補導数が増加しています。 

⇒  資料編：［資料７］子どもをめぐる問題の動向 



10　地域の子育て支援サービスの提供状況 

地域の子育て支援サービスの更なる充実が求められています。 

　平成21年の保育所定員は32,071人、保育所数は471か所で、保育所普及率は全国平均より高く、保育サ

ービスの充実が進んできており、平成21年４月の保育所待機児童数は28人となっています。平成20年度の

放課後子どもプランは36市町村308か所で実施され、このうち放課後児童クラブは27市町村で215クラブ、

放課後子ども教室は25市町村で93教室が活動しています。地域子育て支援拠点事業は平成20年度は29市町

村103カ所で実施しています。地域の関係を大切にしながら人間関係を広げていくための支援が求められて

います。 

⇒資料編：［資料10］保育サービスの提供状況と利用の動向、地域における子育て支援の基盤整備の状

況、豊かな心を育み、命を大切にする心を育むための環境づくりや地域の連携 

注：数値は、中核市を含んだ数字です。 
放課後子どもプランとは、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、文部科学省の「放課後子ども 
教室推進事業」（放課後子ども教室）と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」（放課後児童クラブ）を一体的あるいは連携して 
実施するものです。 

（青い森のほほえみプロデュース事業　イメージキャラクター） 

「ほほえみと笑い」であたたかい地域づくりを推進しています。 














